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事例①

機器導入時の初期投資負担を軽減し、
キャッシュフローを改善
　最初に紹介するのは、機器をサービス提供する某サー
ビス会社様の事例だ。お客様では、従来、機器を調達
する際、初期投資負担が大きくなっていた。また、サー
ビス提供先からのサービス料回収が長期にわたるため、
キャッシュフローの悪化が懸念されていた。そこでお客
様が購入した機器を一旦JLSに一括売却し、さらに月額
費用にて調達するファイナンスを提供した（図1）。
　この結果、調達費用の月額化により、先行投資の負担
が軽減され、キャッシュフローの改善が実現された。
　あわせて、シンガポールにおける優遇税制を活用する
ことで、節税メリットを享受した機器導入を実現した。
海外の優遇税制については、知らないとメリットを享受
できないことが多くある。JLSではそういった有益な情
報提供も行っている。

事例②

老朽化したIT機器を、
予算計画に支障をきたさず最新のものに
　迅速な対応も大切だ。シンガポールに拠点を置く某商
社様では、IT機器が老朽化しており、利用者から不満の
声があがっていた。そのため、今期の予算計画に支障を
きたさず、できるだけ早期に新たなIT機器を導入したい
という要望があった。
　この事例では、「迅速に最新機器を導入し業務効率を
改善すること」、「一括費用負担の軽減を行うこと」の2
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一括で支払った（図2）。
　この結果、お客様の今期の予算計画に大きな負担をか
けることなく、迅速にIT機器が導入でき、今後は月額平
準化により定期的な機器更新と予算計画の策定が容易に
なった。

た。また、支払いは事務負担軽減のため四半期払いを提
案した（図3）。
　他にも、諸外国では海外から資金調達する際には、外
債登記をはじめ煩雑な手続きが必要となるケースが少なく
ない。JLSでは、お客様の事務負担を少しでも軽減するた
め、こういった諸手続きに関する情報も提供している。

点を最優先に取り組んだ。
　最新機器の迅速な導入はJLＳとサプライヤの連携によ
り可能となった。また、一括費用負担の軽減のために、
お客様とJLSにてリース契約を締結し、予算計画の範囲
で費用を月額平準化、サプライヤへの物件代金はJLSが

　
事例③

資金調達コストの削減及び
事務手続きの負担を軽減
　ベトナムで電子部品製造を行う某社様では、産業設備
を導入する際、ベトナム国内における市場金利が高いこ
とを懸念していた。そこでJLSは、国境を越えたクロス
ボーダー取引によって、金利コストを削減するサービス
を提供した。
　この結果、お客様は新たな資金調達手段を確保し、金
融機関の融資枠を温存することも実現した。
　取引にあたっては、ベトナムには通貨規制があるため
VND（ベトナムドン）は国外に持ち出せず、汎用性の高
いUS＄で取引をしたいというお客様の要望にも対応し

（図2）リーススキームイメージ図
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（図3）ファイナンススキームイメージ図
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